
 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金表－２０１2 
特許 

 

１．ＰＣＴに基づく国内段階移行 － ＄１，１8０（印紙代＄62５注１＋代理人手数料＄５５５）。これは依

頼人が小企業であり（大企業注２の場合、印紙代は２倍となります）、また追加クレームの手数料が含まれて

いないことを前提としています。 

 

特許発行に至るまでの特許出願審査手続の費用は、特許庁での過程の進捗状況に応じて、 

＄３，５００～＄１０，０００注３となります。その内訳は次の通りです： 

 －譲渡証の作成および提出 － ＄１７５（印紙代＄４０＋代理人手数料＄１３５） 

 －情報開示書（ＩＤＳ）の作成および提出 － ＄１８０ 

 －最初のオフィスアクションに対する検討および応答 － ＄１，５００～＄４，５００注３ 

 －２度目のオフィスアクションに対する検討および応答 － ＄１，０００～＄３，５００注３ 

 －特許証交付料の納付手続 － ＄１，47０（印紙代＄1,170 注４＋代理人手数料＄300） 

 

特許審判抵触部への審判請求が必要となった場合、審判費用は、約＄６，０００～＄１０，０００です。 

審査官との個人面接が必要となった場合、その費用は、約＄５，０００です。 

 

２．米国特許出願以外の特許出願に基づく出願 － ＄１，０85（印紙代＄530＋代理人手数料＄５５５）。

これは依頼人が小企業であり（大企業注２の場合、印紙代は２倍となります）、また追加クレームの料金が含

まれていないことを前提としています。 

 

特許発行に至るまでの特許出願審査手続の費用は、特許庁での過程の進捗状況に応じて、 

＄３，５００～＄１０，０００注３になります。その内訳は次の通りです： 

 －譲渡証の作成および提出 － ＄１７５（印紙代＄４０＋代理人手数料＄１３５） 

 －情報開示書（ＩＤＳ）の作成および提出 － ＄１８０ 

 －最初のオフィスアクションに対する検討および応答 － ＄１，５００～＄４，５００注３ 

 －２度目のオフィスアクションに対する検討および応答 － ＄１，０００～＄３，５００注３ 

 －特許証交付料の納付手続 － ＄１，47０（印紙代＄1,170 注４＋代理人手数料＄300） 

 

特許審判抵触部への審判請求が必要となった場合、審判費用は、約＄６，０００～＄１０，０００です。 

審査官との個人面接が必要となった場合、その費用は、約＄５，０００です。 

 

３．優先権の主張を伴わない、発明者による発明の開示に基づく特許出願 － ＄６，５００～＄８，５０

０（印紙代＄530＋代理人手数料＄６，０００～＄８，０００）。これは依頼人が小企業であり（大企業注２の

場合、印紙代は２倍となります）、また追加クレームの料金が含まれていないことを前提としています。特

許出願審査手続の費用は、上記と同様となります。 

 

４．米国意匠出願以外の意匠出願に基づく意匠出願 － ＄715（印紙代＄２65＋代理人手数料＄４５０）。

これは依頼人が小企業であり（大企業注２の場合、印紙代は２倍となります）、また図面が米国特許商標庁の

規則に準拠したものであることを前提としています。 

 

特許発行に至るまでの意匠出願審査手続費用は、特許庁での過程の進捗状況に応じて、＄５００～＄２，５

００注３になります。その内訳は次の通りです： 

 －譲渡証の作成および提出 － ＄１７５（印紙代＄４０＋代理人手数料＄１３５） 



 
 
 －情報開示書（ＩＤＳ）の作成および提出 － ＄１８０ 

 －最初のオフィスアクションに対する検討および応答 － ＄５００～＄１，５００注３ 

 －２度目のオフィスアクションに対する検討および応答 － ＄５００～＄１，０００注３ 

 －登録証交付料の納付手続－ ＄79５（印紙代＄４95 注４＋代理人手数料＄300） 

 

特許審判抵触部への審判請求が必要となった場合、審判費用は、約＄６，０００～＄１０，０００です。審

査官との個人面接が必要となった場合、その費用は、約＄５，０００です。 

 

商標 
 

１．いかなる先行出願または登録に対しても優先権を主張しない米国での出願： 

 －出願書類作成提出。国際分類注５１分類につき － ＄8００（印紙代＄３２５＋代理人手数料 

＄4７５） 

 －オフィスアクションに対する応答の作成および提出 － オフィスアクションと必要な応答の難易度に

応じて、＄３００～＄１，５００注３ 

 －使用陳述書（使用を目的とする商標の出願の場合）の作成および提出。国際分類１分類につき：＄5００

（印紙代＄2５０＋代理人手数料＄２５０） 

 －公告通知および登録証の確認：＄２００ 

 －商用審判部への審判請求（出願が拒絶査定を受けた場合）：＄２，０００～＄４，５００ 

 －出願または登録への異議申立または無効審判請求に対する抗弁 － 案件により＄１５，０００～ 

＄７５，０００（異議申立ならびに無効審判請求は、審判請求と同様です。） 

 

２．米国以外の国で出願された国内出願に対して優先権を主張する米国での出願： 

 －出願書類作成提出。国際分類注５１分類につき － ＄8００（印紙代＄３２５＋代理人手数料 

＄4７５） 

 （原出願の謄本および英語でない場合はその翻訳が必要となります。） 

 －オフィスアクションに対する応答の作成および提出 － オフィスアクションと必要な応答の難易度に

応じて、＄３００～＄１，５００注３ 

 －公告通知・登録証書の確認 － ＄２００ 

 －商標審判部への審判請求（出願が拒絶査定を受けた場合）：＄３，０００～＄４，５００ 

 －出願または登録への異議申立または無効審判請求に対する抗弁 － 案件により＄１５，０００～ 

＄７５，０００（異議申立ならびに無効審判請求は、審判請求と同様です。） 

 

３．マドリッド協定による登録の延長請求： 

 －請求書類作成および提出。国際分類注５１分類につき － ＄４５０（印紙代＄１００＋代理人手数料 

＄３５０） 

 －オフィスアクションに対する応答の作成および提出 － オフィスアクションと必要な応答の難易度に

応じて、＄３００～＄１，５００注３ 

 －公告通知および登録証の確認 － ＄２００ 

 －商標審判部への審判請求（出願が拒絶査定を受けた場合）：＄３，０００～＄４，５００ 

 －出願または登録への異議申立または無効審判請求に対する抗弁 － 案件により＄１５，０００～ 

＄７５，０００（異議申立ならびに無効審判請求は、審判請求と同様です。） 
 

 

 

注１：米国がＰＣＴ出願に対する国際調査機関（ＩＳＡ）または国際予備調査機関（ＩＰＥＡ）である場合、印紙代は

＄１６５となります。 

注２：小企業とは、非営利団体、個人、または従業員５００名以下の会社であって、いずれも、その権利を、従業員５０

０名を超える会社に対して譲渡もしくは使用許可しておらず、または譲渡もしくは使用許可の義務を負わない者を

指します。 

注３：オフィスアクションに対する応答案を弊所に提供していただいた場合、料金を大幅にお値下げすることができます。 

注４：小企業料金。大企業の場合、料金が２倍になります。 

注５：１分類追加毎に＄３２５の料金がかかります。 

注６：１分類追加毎に＄１００の料金がかかります。 


